
中間検査の指定内容の変更について 
１ 特定工程と特定工程後の工程の指定（平成１９年和泉市告示第１１８号） 

  

 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３第１項第２号の特定工程及

び同条第６項の特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成１９年６月２０日から実施する。 

なお、平成１８年和泉市告示第４２号は平成１９年６月１９日限り廃止する。 

 

平成１９年５月１７日 

 

                        和泉市長 井坂 善行 

 

 

記 

 

1 中間検査を行う区域  

和泉市全域  

 

2 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模  

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造若しくはその他の構造又はこれら

の構造が混合した構造の建築物で次のいずれかに該当するもの。 

 (1) 建築物の敷地が幅員４メートル未満の道路等に接するもの。 

(2) (1)以外の建築物のうち一戸建ての住宅、兼用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿

舎又は下宿の用に供する建築物で、法第６条第１項に規定する確認若しくは法第６条の

２第１項に規定する確認又は法第１８条第２項に規定する通知（以下単に「確認」とい

う。）の申請部分の床面積の合計が５０平方メートルを超えるもの。 

(3) (1)及び(2)以外の建築物のうち確認の申請部分の床面積の合計が３００平方メートル

を超えるもの又は地階を除く階数が３以上のもの。 

 

3 指定する特定工程  

(1) 基礎工事に関する特定工程 

 上記２の項に規定する建築物のうち、同項(1)に掲げる建築物又は法第６条第１

項第２号若しくは第３号に掲げる建築物（法第６８条の２０第１項又は第２項の規

定により法第６８条の１１第１項の認証に係る型式に適合するとみなされる建築

物を除く。）については、各棟毎に基礎（一棟の基礎の工事を２以上の工区に区分

して施工する場合は、最も早く施工する工区の基礎）の配筋工事を特定工程とする。 

(2) 建方工事に関する特定工程 

 次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、各棟毎にそれぞれ同表の右欄に掲げる

工事（同表の右欄に掲げる工事を２以上の工区に区分して施工する場合は、最も早

く施工する工区の工事に限る。）を特定工程とする。ただし、法第７条の３第１項

第１号の工程を含む建築物を除く。 

和泉市告示第１１８号 



項 構 造 特 定 工 程 

１ 木造 

屋根の小屋組の工事（当該工事完了時において構造耐

力上主要な部分である軸組み等に関する工事が完了し

ていない場合は建方工事とし、構造耐力上主要な部分

及び接合方法が目視できる工程に限る。） 

２ 鉄筋コンクリート造 1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 

３ 鉄骨造 
建方工事（第１節（主として柱を基礎等に緊結する部

分）の建方工事に限る。） 

４ 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 

５ その他の構造 建方工事 

６ 

１の項から５の項までの構造の

区分のうち２以上の構造の区分

にわたる構造 

該当する構造の区分に応じた特定工程のうち、最も早

く施工する工事（主要構造物の一部を木造とした場合

については、最も遅く施工する工事）  

 

4 指定する特定工程後の工程  

(1) 基礎工事に関する特定工程後の工程 

 基礎に関する特定工程については、当該工程において配置された鉄筋をコンクリ

ートその他これに類するもので覆う工事（以下「コンクリート打設工事」という。）

を特定工程後の工程とする。 

(2) 建方工事に関する特定工程後の工程 

  次の表の中欄に掲げる構造の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特

定工程後の工程とする。 

項 構 造 特 定 工 程 後 の 工 程 

１ 木造 内装工事  

２ 鉄筋コンクリート造 １階立ち上がり部のコンクリート打設工事  

３ 鉄骨造 内装工事  

４ 鉄骨鉄筋コンクリート造 １階立ち上がり部のコンクリート打設工事 

５ その他の構造 内装工事  

６ 
１の項から５の項までの構造の区分の

うち２以上の構造の区分にわたる構造 

４の(2)の表の６の項に掲げる工事に係る構造に

対応する１の項から５の項までの構造の区分に応

じて右欄に掲げる特定工程後の工程の工事  

 

5 適用関係 

(1)  この告示は、平成１９年６月２０日以後に確認の申請書を提出する建築物について適

用し、この告示の適用前に確認の申請書を提出した建築物については、なお従前の例に

よる。 

(2) 法第８５条の適用を受ける建築物又は市長が別に定める建築物については、この告示

の適用を除外する。 

 

（参考）・法第７条の３第１項第１号に規定する特定工程 

階数が３以上である共同住宅の二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する

工事の工程 

・特定工程後の工程（令第１２条） 

      二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類

するもので覆う工事の工程 

 



２ 特定工程の解説 

 

2.1 対象建築物 

 

用途 構造 規模 

敷地が幅員４ｍ未満の道路等に接する建築物※1 

(確認申請時に後退整備済のもの※3を除く。) 

全ての構造 

すべての規模 

住宅 

（長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿を含む。） 

申請部分の床面積の合計が50㎡超※2 

又は申請部分が３階以上 

住宅以外の建築物 
申請部分が３階以上 

申請部分の床面積の合計が 300 ㎡超※2 

※1  42条2項道路（接道道路とは限らない）又は43条ただし書き許可を適用する敷地の前面空地が幅員

４ｍ未満の道 

※2  いずれも確認の申請部分の床面積 

※3  ５（適用関係）の（２）の市長が別に定める建築物として、３（中間検査を行う建築物の構造、用途及び

規模）の（１）に限り告示の適用を除外する。 
 
※和泉市狭あい道路拡幅整備等に関する要綱に基づき、後退部分を本市に寄附・無償使用承諾をするこ
とで協議が成立したものはこれに準じて取り扱う 

 

2.2 基礎工事の特定工程 

 

対象 特定工程 

敷地が幅員４ｍ未満の道路等に接する建築物 

(確認申請時に後退整備済のものを除く。) 基礎の配筋工事 

（当該棟の最も早く施工する工区の検査） 法第６条第１項第２号又は第３号に掲げる建築物(型式認

定による構造等を除く) 

 

2.3 建方工事の特定工程 

 

対象 特定工程 

（１）階数が３以上である共同住宅※1 
二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 

（全工区の検査） 

（２）上記以外の対象建築物 

屋根の小屋組の工事 

又は 

建方工事 

又は 

１階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 

（当該棟の最も早く施工する工区の検査） 

※1床及びはりに鉄筋を配置する工事を有するものに限る。 

３ 特定工程  

● 原則 

Ⅰ．２棟以上の建築物 

各棟毎に特定工程に達した時点で検査を行う。 

Ⅱ．１棟を２工区以上に区分して工事するもの（上記2．3（１）の場合を除く） 



最も早く施工する工区の工事を対象とする。 

 

① 基礎の配筋工事 

基礎の配筋工事が完了した時点。基礎の型枠工事は完了している必要はない。 

② 屋根の小屋組の工事 

当該工事完了時において構造耐力上主要な部分である軸組み等に関する工事が完了していない

場合は建方工事とし、構造耐力上主要な部分及び接合方法が目視出来る状況にある。 

③ 建方工事 

第１節（主として柱を基礎等に緊結する部分）の建方工事が完了した時点。 

④ 1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事 

１階柱（壁）と上部のはりとの取り合いの配筋工事が完了し、１階の構造上の階高が確定した状況

で検査を行う。構造上重要な１階柱は目視できる状況が望ましい。従来の「２階の床の配筋工事」→

「２階の床のコンクリート工事」に比べ、早い段階で受検可能となり工程に若干の余裕を持てる。 

⑤ 二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 

      ２階の床及び梁の配筋工事が完了した時点。 

⑥ ２以上の構造の建築物 

木造を含む・・・・・・・・・・・・・・木造の屋根の小屋組の工事 

木造を含まない・・・・・・・・・・・1階柱又は壁と上部のはりとの接合部の配筋工事又は建方工事のい

ずれか早く完成する工程 

４ 特定工程後の工程 

① 基礎のコンクリート打設工事 

検査した部位のコンクリート打設工事をいう。 

② 内装工事 

木造・・・・・天井、内壁のクロス等の下地ボード等の工事以降の工事をいう。 

鉄骨造等・・・天井、内壁のクロス等の下地ボード等の工事又は耐火被覆 

の工事以降の工事をいう。 

③ １階立ち上がり部のコンクリート打設工事 

２階（平屋の場合はＲ階）の床部のコンクリートの打設工事をいう。 

④ 二階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 

      ２階の床部のコンクリート等打設工事をいう。 

⑤ ２以上の構造の建築物 

木造を含む・・・・・・・・・・・・・内装工事 

木造を含まない・・・・・・・・・特定工程名称に対応する特定工程後の工程 

  

５ 適用関係 

 

 

 

 

 

確 認 申 請 受 付 日 適 用 告 示 

平成19年6月20日以後 平成１９年和泉市告示第１１８号 

 

※2.3（１）の建築物の場合については平成１９年４月２３日付国土交通省住宅局建築指導課から各都道府県建築行政主務部長宛事務連絡を参照。 


